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第１章 策定にあたって

１ 計画策定の趣旨 

「食育」とは、心身の健康を保つために、毎日欠かすことのできない食べ物や食事の仕方などについて、正

しい知識と自分で選択できる力を取得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることです。

国の「食育基本法」、「食育推進基本計画」及び富山県の「富山県食育推進計画」策定・実施をうけ、南砺市

では、子どものころから自然や農業と親しみ、地域農産物を活用した献立の普及や伝統食、保存食を伝承し、

安心安全な食について、家庭はもちろん地域、保育園、学校、事業者及び行政が連携し、生涯にわたる健康で

豊かな生活が送れる食育を総合的かつ計画的に推進するため南砺市の特色を活かした「南砺市食育推進計画」

を策定します。 

２ 計画の位置づけ 

 この計画は、「食育基本法」第18条第1項に規定する市町村食育推進計画として、基本的な事項について

定めます。また「富山県食育推進計画（第 2 期）」及び「南砺市総合計画（後期基本計画）」や関連する他の

計画と連携した計画とします。 

 関連諸計画には、「南砺市民健康プラン（第２次）」「南砺市教育振興基本計画」「子ども・子育て支援事業計

画」「南砺市田園環境プラン」があります。 

図１他計画との連携 
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３ 計画期間 

 計画策定年度は平成２６年度とし、計画実施期間は平成２７年度から３１度までの５年間とします。また、

本計画の上位計画にあたる「南砺市総合計画」の目標年度の平成２８年度の終了時において、必要があれば見

直しを図るものとします。 

南砺市食育推進計画

南砺市総合計画

平成 27年度  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

後期計画 前期計画（平成 29年～平成 33年）

見直し（平成 29年）

図２ 計画期間 
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第２章 現状と課題 

１  現状と課題

社会の急激な変化に伴い、価値観やライフスタイルが多様化してきており、食生活にも大きな変化をもたら

しています。 

 「食」は人間が人間らしく生活する上で欠かすことのできない、大切な営みでありますが、近年、孤食、欠

食、偏食、食の安全性など様々な問題点が指摘されています。これらのことが心身の健康に少なからず影響を

及ぼすようになりました。 

 こうした中、健全な食生活を送ることができる「食育」が重要視されるようになってきました。 

 私たちの食生活はこの数十年で多様化に拍車がかかり、また輸入農作物への依存が進んだ現在、国の食料自

給率はカロリーベースで 39％（生産額ベース 65％）と大変低い状況であります。また、コンビニエンスス

トアやファストフード店に代表される手軽な食事スタイルの浸透や、保存技術の向上、インターネットによる

通信販売の普及など、商品化・供給手法については一見便利であるがごとく進化しています。 

 しかし、その利便性と引き換えに、食生活の乱れや栄養バランスの偏りなどによる生活習慣病の増加が懸念

されています。「南砺市健康づくりに関する意識調査」によると、朝食の欠食については、女性の 20 歳代に

多く、小中学校からの食育について学校と連携して取り組んでいく必要があります。（図３、図４）

資料：「南砺市健康づくりに関する意識調査」 

資料：「南砺市健康づくりに関する意識調査」 

図３：朝食を食べない日があると回答した人の、一週間の欠食回数 

図４：朝食の欠食が始まった時期 
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また、「南砺市健康づくりに関する意識調査」によると、肥満をあらわすＢＭＩ（※用語解説）25以上の者

（肥満者）の割合は、40歳代の男性、50歳代の女性が全国平均より高く、また4人にひとりが高血圧、

2.5人にひとりが糖尿病およびその予備軍であるとされています。（図５、図６、図７） 

資料：「南砺市民健康プラン[第２次]（平成25年3月）」 

資料：「南砺市民健康プラン[第２次]（平成25年3月）」 

図６

図５ 
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糖尿病有病者：HbA1c(JDS値）6.1% 以上者及び糖尿病の治療中者
糖尿病予備軍：HbA1c(JDS値）5.5~6.1%未満の者
HbA1c（※用語解説）

資料：「南砺市民健康プラン[第２次]概要版」

また南砺市では、生活習慣病のリスクを高めるアルコールの多量飲酒者が男性の４０～５０歳代、女性の３０

歳代に多い状況です。生活習慣病を予防するために、節度ある飲酒量など正しい飲み方等の知識普及が必要で

す。 

「南砺健康づくりに関する意識調査」によると、市民が考える市として取り組むべき点は、「栄養バランス

に関する正しい知識の普及」「食品の安全性に関する知識の普及」「食生活に関する正しい理解の普及」「地産

地消の推進に対する意識の向上」「食文化や伝統料理の継承の推進」とあり、子どものうちからの正しい知識

や習慣を身につけるため、多世代間交流による伝統食・郷土料理の伝承や、農業体験等を通じた地域性・季節

感などの体験等の施策が必要とされていることがわかります。（図８、図９） 

図８  問：あなたは、郷土料理や伝承料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味で、次世代に伝えていきたいものがありますか？

また実際に伝えていますか？

資料：「南砺健康づくりに関する意識調査」

図７ 
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図９ 問：食育を進めるうえで、市としてどのような取り組みが大切だと思いますか？（複数回答）

資料：「南砺健康づくりに関する意識調査」 

また、市内小中学校の給食は「自校調理方式（※用語解説）」で実施されており、米飯給食や地場産食材を積

極的に利用している点など、学校における給食の存在がますます重要になってきています。 

 これらのことから本計画は、家庭・地域・学校・事業者及び行政が連携し、子どもから高齢者まで多世代に

わたって食育について意識して行動することで、南砺市民が心身共に豊かで健康な生活を送れるよう取り組む

ことを目指すものであります。 
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第３章 食育推進の方向 

１ 基本方針と基本目標 

南砺市の環境・伝統・文化が育む「食」について、次の４つの柱を軸に子どもからお年寄りまですべての

市民が関心をもち、またそれぞれの活動を通じて様々な知識を身につけ、生涯心身ともに健康で豊かな人

間性を育くみ、活力ある地域をつくります。 

生涯にわたる 

心身の健康

安心安全な 

食の生産 

食の地域内循環と

伝統食の伝承 

各年代において生活の質の向上及び社会環境の質の向

上を図り、身体的・精神的・社会的に良好な食生活を

目指します。 

里山田園がまだ残る南砺市の四季折々の風景を感じら
れる環境で、農家と市民とのふれあう機会を増やしま
す。 
減農薬・有機など安心安全で自然に負荷をかけない農
産物を生産する農家やそれを活用する加工品製造者を
支援することで、安全な食べ物の知識を向上させます。

南砺市の農産物や、里山の生活環境から生まれた保存
技術を生かした加工食品開発など、地産地消を推進し、
食の地域内循環を推進します。 
寺社仏閣の行事・祭礼における食事等、各集落で伝統
的に受け継がれている地域での共同作業の後の食事な
ど、地域コミュニティにおける伝統的な食文化などを、
イベントや情報発信ツール等を通じて世代間で積極的
に継承することを推進します。 

子どもの食育 

南砺市の広大な自然を生かして、子どもの頃からの正
しい食生活の習慣付けと豊かな心を育みます。 
地元の安心安全な食材の利用拡大を行い、郷土色のあ
る給食の提供や、農業に触れ合う機会を設けます。 
家庭、事業所及び行政機関が連携し、食育について保
護者への啓蒙を行います。 

基本方針：食を通じて健康で豊かな人間性を育くみ、活力ある地域をつくる  

基本目標 
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２ 施策の体系と取組イメージ  

家庭（保護者） 

教育機関 
学校・保育

保健・医療・ 
福祉関係機関 

食に関する 
ボランティア団
体等の市民組織

農業関係者 
（農業団体・農家） 

食品関係事業所 
（製造・流通・
観光・飲食店） 

地域・行政 

各組織の役割と連携 

・給食の安全性 
・地域とのつながり 
 と地産地消 
・食の大切さや楽しみ

・食と健康情報の提供 
・病院や施設での 
 地元食材の利用

・ネットワークづくり 
・行事での食育啓発 
 と食材活用

・安全に関する 
 情報の提供 
・知識普及

・生活リズム 
・健全な生活習慣 
・食を通じた 
 コミュニケーション

・地域行事での食文化 
・地域独自食材 
・ネットワークづくり

・安全に関する 
 情報の提供 
・知識普及

～ソーシャルキャピタル（※用語解説）の活用～ 
※ソーシャルキャピタル：人々の協調行動を活発にすることに
よって、社会の効率性を高めることのできる、「信頼」「規範」

「ネットワーク」といった社会的仕組みの特徴 

～各関連組織・団体の連携～ 

・家庭（保護者）、教育機関（学校・保育）、保健・医療・福祉関係機関、農業関係者（農業団体・農家）、食品関係事業所

（製造・流通・観光・飲食店）、地域・行政、食の専門家・ボランティア団体等の市民組織などの連携・協力（ソーシャル

キャピタルの活用） 

・上記組織団体および地域間の交流、各地域における食育関連情報の収集（食の達人、食イベントの情報等）、食の語り部

等の認定等 

・市内における行事においての、食育啓発ブース設置や食材見直しの協力・連携など。 

・インターネットを活用した情報収集によるデータ一元化や情報発信、SNS＋パンフレットを活用した総合的な情報収集と

情報交換。 
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３ 目標数値の設定

基本

目標 
項目 対象 現状値 

目標

値 
摘要 

子
ど
も
の
食
育

朝食を食べない 
小学５年生 0.4% 

0％

とやまゲンキッズ作戦 

中学２年生 1.1 % 

家族のだれかと一緒に食べて
いる 

小学５年生 99.5% 100
％ 中学２年生 98.6% 

栄養のバランスを考えて食べ
ている 

中学生 
65.89％ 
（H26） 

肥満傾向の割合 
（全小学生） 

男子 
3.5％ 
（Ｈ23） 減少 

傾向 

南砺市民健康プラン（第２
次） 
健康づくり意識調査 女子 

2.3％ 
（Ｈ23） 

むし歯がない者の割合 
小学６年生 66.1% 増加 

学校保健統計 
中学３年生 56.1％ 減少 

生
涯
に
わ
た
る
心
身
の
健
康

心身ともに健康だと感じてい
る市民の割合  

２０歳以上 51.5％ 55％ 南砺市民意識調査 

朝食欠食率 
２０歳以上（男） 22.3% 減少 

傾向
南砺市健康づくりに関す
る意識調査結果報告書 ２０歳以上（女） 14.0% 

野菜を350ｇ/1日以上食べている人 ２０歳以上 43.3% 
増加 
傾向

南砺市健康づくりに関す
る意識調査結果報告書 

低栄養傾向の高齢者の割合の
減少（65歳以上BMI２０以
下）の割合 

男 17.8% 
高齢者
の自然
増加を
上回ら
ない

H22 市活用統計：特定・
後期健康診査 

女 22.8% 

肥満者（BMI２５以上）の割合 

２０～６９歳
（男） 

25.3% 
加齢に
より肥
満割合
が増加
せず維
持 

南砺市健康づくりに関す
る意識調査結果報告書 ２０～６９歳

（女） 
19.1% 

咀嚼良好者の増加 60歳代 64.0％ 75％ 
南砺市民健康プラン 
（第２次）

毎日歯磨きをしているか 

６５歳以上 
（Ｈ26年4月1
日現在） 

75.7％ 
増加 
傾向 

日常生活圏域ニーズ調査 

定期的に歯科受診をしている
か 

28.8％ 
増加 
傾向 

日常生活圏域ニーズ調査 

入れ歯を使用しているか 62.3％ 
減少 
傾向 

日常生活圏域ニーズ調査 

噛み合わせは良いか 78.0％ 
増加 
傾向 

日常生活圏域ニーズ調査 

自分の歯を有する人の割合 

75～84歳で20歯

以上自分の歯を有

する者の割合 

17.9％ 
（H24） 

22％ 
南砺市民健康プラン 
（第２次）

55～64歳で24歯

以上自分の歯を有

する者の割合 

35.1％ 
（H24） 

38％ 

40歳代で喪失歯の

ない者の割合 

69.1％ 
（H23） 

78％ 
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基本

目標 
項目 対象 現状値 目標値 摘要 

安
心
安
全
な
食
の
生
産

学校給食の地場産農産物の使用率 市内全小中学校 29.8％ 30％ 南砺市総合計画 

学校給食の地場産米の使用率 市内全小中学校 88.2％ 100％ 学校教育課 

農産物直売所及び加工所数 
南砺市農産物直売
所・加工グループ
連絡協議会会員数

29団体 
現状 
維持 

H２６南砺市農産物直売
所・加工グループ連絡協議
会総会資料 

エコファーマー数（※用語解説） 市内農業者 
818人 
（H25）

増加 
傾向 

農業経営基盤強化の促進
に関する基本的な構想 

担い手による経営面積割合 市内農業者
73.6% 
（H25） 

90％ 
農業経営基盤強化の促進
に関する基本的な構想

認定農業者数（※用語解説） 市内農業者
143人 
（H25） 

175人
農業経営基盤強化の促進

に関する基本的な構想

食
の
地
域
内
循
環
と
伝
統
食

地場産食材を意識して購入し
ている家庭の割合 

２０歳以上 
37.1％ 
（H26） 

45％ 南砺市市民意識調査 

食生活改善推進員の 
食育教室開催回数

保育園・子育て
支援センター・
小中学校等 

22回 
増加 
傾向 

H25 市食生活改善推進
協議会総会資料 

郷土料理等次世代につたえた
い割合 

２０歳以上 49.9% 
増加 
傾向 

南砺市健康づくりに関す
る意識調査結果報告書 
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第４章 めざす姿と具体的な取り組み

１ 子どもの食育

 南砺市民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むために、食育を推進することは大切です。

そこで、妊娠期から正しい食生活を心がけ、生まれてくる子どもに、食の大切さや食生活の重要性を継承し、

特に味覚形成する子どもの頃からの食育が重要です。 

 南砺市の広大な自然や各地域にある特色的な食材、また地区ごとに伝承されている特産品・郷土料理などの

食文化を生かして、教育機関では地元の安心安全な食材の利用拡大を行い、郷土色のある給食の提供や、農業

に触れ合う機会を設ける他、栄養教諭及び学校栄養職員と家庭などが連携し、家庭での食育について、保護者

への啓蒙を行います。 

１－１ 妊娠期及び授乳期の食育

●めざすべき姿 

 妊娠期及び授乳期は、お母さんの健康と赤ちゃんの健やかな発育にとって適切な食習慣の確立が重要であり、

妊娠をきっかけに、食生活を見直すことは、これからの子育て期に健やかな食生活を送ることにつながります。

またお母さんが食べ物から得た栄養は、胎盤を通して赤ちゃんへ移行し、赤ちゃんの細胞一つ一つを作り上げ

ます。つまり、赤ちゃんはお母さんの食べたものの栄養で大きくなっていくのです。特に南砺市は産科医がい

ない状況であり南砺市に在住する妊婦が身近に相談できる取組みが必要です。バランスを考えた食事をし、健

やかな食生活が送れるよう、妊婦やその家族に向けた食育に市として取り組みます。 

〔具体的な取組み〕 

・母子手帳交付時における栄養指導（健康課・保健センター） 

 妊娠によっておこる身体の変化を説明し、お母さんの心身の健全さが赤ちゃんの健全さにつながることを

伝え、健やかな子育てを支えます。 

・マタニティ教室（健康課・保健センター） 

  妊娠によっておこる体の変化に着目し、妊娠期及び授乳期に必要な栄養や適切な体重増加のための食事に

ついてお話します。 

１－２ 乳児期の食育

●めざすべき姿 

 乳幼時期は、安心と安らぎの中で母乳（ミルク）を飲み、離乳食を食べる経験を通して、食べる意欲という

一生を通じての基礎をつくります。赤ちゃんは哺乳反射があったり、見て触れるものをまず口に入れ、試した

り、確認したりします。離乳期の食体験によって味覚（甘味、酸味、塩味、辛味、旨味）が発達し、嗜好が形

成され、多くの味を経験して味覚の幅を広げ偏らない食嗜好の形成を支援することになります。大人になるま

で、生きる営みの中で自然に「食べる」ことを学ぶ最初の時期なので、保護者や家族も意識して食育に取り組

みます。 
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〔具体的な取組み〕 

・発達段階に応じた栄養相談 

・３か月児健診（離乳食開始の準備について、お話と試食をし支援します）  

・７か月児離乳食教室（内臓や筋肉が増え、体の組成が変わり消化吸収機能が発達することを伝え、いろいろ

な食材に対応することができるよう支援します） 

・１歳むし歯予防教室（離乳食から幼児食に移行し、体の発達と合わせたおやつ（捕食）について伝え、体を

作るため必要な栄養について支援します。 

・子育て支援センターでの栄養教室（未就園児の保護者対象に、栄養士による栄養の話）（継続）

〔これまでの事例〕 

・３か月児健診・７か月児離乳食教室 （健康課・保健センター） 

（写真／検診）

後日

（写真／離乳食教室）

後日
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１－３ 幼児期の食育 

●めざすべき姿 

幼児期は、器官・身体機能・味覚が発達する重要な時期です。 

食行動は食べる行為そのものだけでなく文化や社会的背景とその変化に影響され、栄養摂取、楽しみ等社会性

やコミュニケーションを学ぶ等、子どもの発達や家庭での育児・保育園保育の基盤です。 

農作物を育てる機会を多くもち、食べ物に親しみ、好き嫌いをなくし、食への感謝の気持ち・礼節等や安全性

を理解し、正しい食習慣が身につくよう、保育活動を通じて家庭や地域と連携しながら食育に取り組むことが

必要です。 

〔具体的な取組み〕 

・家族や友だちと一緒に食事をして食べる楽しみを知る 

・小さなうちから食への感謝の気持ち、手洗い、食事マナー、正しいはしのもち方・使い方、「いただきます」

「ごちそうさま」が習慣づくよう家庭で指導する 

・栄養を補うために間食（４回目の食事）を与える 

・.農業体験会や地元食材などの利用により、色々な食べ物に親しむ 

・生産者と栄養士との意見交換会を行う 

〔資料〕 

子どものおやつは４回目の食事 

おすすめ おにぎり、水、麦茶、ほうじ茶 
もち、うどん、そば、さつまいも、じゃがいも、トウモロコシ 

ややおすすめ せんべい（塩味、しょうゆ味） 
栗、甘栗、くるみ、いり豆、ぎんなん、松の実、じゃこ 

たまには 季節のくだもの、ドライフルーツ、緑茶 

まれにしましょう 和菓子（まんじゅう、だんご、アメ、ガム） 

特別な日のお楽しみ 洋菓子（ケーキ、クッキー、アイスクリーム等）、せんべい（揚げ）、牛乳 

買わないようにしましょう スナック菓子、清涼飲料水、炭酸飲料水、乳酸菌飲料、スポーツ飲料 

出典：幕内秀夫氏「学校給食と子どもの健康を考える会」発行資料 

〔これまでの事例〕 

（事例）上平保育園 
在来種である「五箇山かぼちゃ」の苗を植え、毎日見回りをし、花をつけはじめた頃や収
穫などその成長を感じた。 
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（事例）ささゆり保育園 

地元の特産である「すす竹」の皮むきを体験
しました。子どもたちはすす竹のことは知っ
ていましたが、普段はなかなか触る機会がな
かったようで、今回の体験を通して、地元の
大切なものであり、身近なものとして実感し
たように思います。 

（事例）城端さくら保育園 

５月に夏野菜（きゅうり・なすび・ブロッコリーなど）を各クラスの園庭で、苗植えをし
たり、水やりをしたりして生長を楽しみにお世話をし、６月にたくさん収穫しました。７
月給食先生に調理してもらい、一緒においしく食べました。
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１－４ 小学生・中学生の食育 

●めざすべき姿 

 朝食の欠食や偏食・孤食などを防止することや、好き嫌いの防止、歯の発達に応じてかたい食べ物をしっか

り噛んで食べるくせをつけること等、正しい食習慣、マナーや楽しさを身につける取り組みが必要です・ 

また、買い物や食事作りを楽しむ機会をもうけ、地場産食材を積極的に活用し、食を通じて地域を理解を深

め郷土料理など食文化の継承をはかります。そして自然の恵みや食事ができるまでの過程を知り、勤労の大切

さや感謝の心を育くみます。 

 教育機関においては、心身共に健康で、食に関心をもてるような環境づくりを行うため、栄養教諭を中心に

食に関する指導体制の充実を図ります。

〔具体的な取組み〕 

・南砺市の給食は、全校「自校調理方式」であることを活かし、栄養教諭・学校栄養職員は生産者、行政、保

護者と連携し、地元の食材をこれまで以上に積極的に活用できるよう意見交換・情報交換の場を設けます。（地

元の農家、地元の流通会社（八百屋）の現状実態の把握と問題点整理、改善策の検討）（継続） 

・和食の良さを伝承するために、米飯給食の一層の推進を図ります。 

・児童・生徒が地元の農家や加工品（味噌、醤油、豆腐等）会社に農業体験や食づくり（郷土料理も含む）教

室に関わり、子供たちの食に関する知識向上や食文化の伝承を行います。自分でつくった農作物を給食で活用

したり調理するなど、五感で食育を養う（みる、きく、さわる、におい、あじ）機会を設けます。（継続） 

・広大な土地を活用した学校農園を推進し、農業者との協力を図り子どもたちの食育の機会を作ります（継続） 

・生産者と栄養教諭・学校栄養職員及び調理師、行政との意見交換・出荷調整会を行います。 

〔これまでの事例〕 

・南砺市地場産食材活用推進協議会 

 南砺市学校給食研究会・栄養教諭等部会による  

 学校給食「なんとのうんまいもん」クリアファイル 
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（●写真）

（●写真）

・南砺市担い手育成総合支援協議会－小中学校農業教育ふれあい促進事業 

（Ｈ25年度15校・19事業実施） 

 自然や農業への関心並びに農業の役割及び必要性に対する

理解を増進するため、南砺市担い手育成総合支援協議会管内の

小中学校において、農業体験農園の設置等農業の理解向上を目

的とした活動を実施する場合において、その費用の一部につい

て助成する。 

・児童館・小中学校－とやま食材ふれあい講座事業

 小学生等と地域住民が一緒に農作業 調理等を体験するこ

とにより、自然の恩恵や食に対する理解を深めるとともに、県

産農水産物の良さを認識してもらう。 

 毎年７月 10 日（なんとの日）に、「なんと元気なまちづくり事業」の事業の一環で、なんとハートフルラ

ンチ（市内全小中学校17校統一メニュー）に、市・生産者・学校給食関係者が協力して、南砺市の地場産食

材をふんだんに盛り込んだランチを提供しています。また、毎年11月は「な～んと！おいしい学校」給食週

間として、市内全小中学校17校統一メニューで、地場産食材を活用したメニューを提供しています。

・なんとハートフルランチにおける南砺市長と児童との給食会

五箇山で採れた山菜がたっぷり入った「五箇山ず

し」「なんとポークの玉ねぎソース」食べると10

年長生きすると言われているエゴマをつかった

「なんと 10 年あえ」「にらのふわふわみそ汁」

「立野原のいちごゼリー」に地元生産の牛乳を加

えた６品。 

●１１月実施予定 写真を追加予定
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〔資料〕

「学校給食の目標」 

（「学校給食法」より） 

・現在と将来のための健やかで丈夫な身体を作る 

・栄養バランスを考え、規則正しい食習慣を身に付ける 

・マナーを守って楽しく、仲良く、協力する 

・生命と自然の恵みに感謝し環境を守る 

・働くことを尊び、多くの人の努力に感謝する 

・未来に伝える各地域の優れた食文化を知る 

・食を通して、社会のしくみを正しく知る
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 １－５ 家庭（保護者）の役割 

●めざすべき姿 

 家族一緒に食事をすることで、家庭において食の生活リズムや健全な食習慣を身に付け、食を通じたコミュ

ニケーションを図ります。手洗い、箸の使い方、姿勢、配膳、マナーと作法を家族から学び、「いただきます」

「ごちそうさま」をいつも言える習慣と、発達段階に応じた食育や、栄養バランス、食生活に関する正しい知

識を身につけます。 

〔具体的な取り組み〕 

・家族一緒に食事をする 

・子どもに食事の手伝いをさせる 

・箸のもち方、姿勢、配膳、食べ方などのマナー・作法を習得させる。 

・家庭で受け継がれてきた料理や味を子どもに伝える。 

〔事例〕 

PTAによる学校給食試食会と朝食作り講習会 

学校給食試食会の様子（福光中学校） 

〔資料〕 

「子どもの食生活 ６つの提案」 

引用：「学校給食と子どもの健康を考える会」発行資料：幕内秀夫氏 

・しっかり外遊びをさせましょう 

・子どものための食事はつくらない 

・子どもの飲み物は 水・麦茶・ほうじ茶

・朝ごはんをしっかり食べさせる 

・子どものおやつは食事 

・カタカナ主食（ラーメン、パン、シリアル、パスタ、ピザ、ハンバー

ガー等）は日曜日 

地元の素材をふんだんに使った給食を食べな

がら、栄養職員より「朝食の大切さ」につい

て聞きました。その後簡単で栄養満点の朝食

レシピをもとに３種類の朝食をつくりまし

た。

《保護者の感想》

「朝食分の野菜を夕食時に切っておけば楽な

ので、今後そうやって野菜を多くとっていき

たいです。」「みんなで楽しく作れました。本

当に簡単でおいしくでき、家でもやってみた

くなりました。」
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２ 生涯にわたる心身の健康 

 各年代において生活の質の向上及び社会環境の質の向上を図り、身体的・精神的・社会的に良好な食生活を

目指します。 

 ２－１ 青年期・壮年期の食育 

●めざすべき姿 

 社会人として独立する時期であることと、思春期のやせ症や将来の生活習慣病予防のため、正しい食事に関

する知識を身につけ、栄養バランスを意識した食事をとることを意識することが必要です。肥満防止のための

食べすぎや、過度のアルコール摂取、運動不足などの生活習慣を見直したり、食品や農業に関する知識を深め、

郷土料理や伝統料理を再認識し、健康活動や生産者・消費者交流会や農業体験など食育に冠する取り組みに積

極的に参加し、次世代に伝えることなど、食育に関心をもつ必要があります。 

〔具体的な取組み〕 

・南砺市内の食イベント（地元食材・郷土料理などの）及び農業イベントへの積極的参加 

・生活リズム向上のための３食推進、安心安全な食を選ぶ知識の向上、バランスのとれた食事 

・地元食材を家庭料理に積極的に利用 

・食に関する知識を身につけられる制度や環境づくりの推奨。（行政の役割） 

〔これまでの事例〕 

・健康課 料理教室 

・南砺市健康づくり栄養教室 

〔資料〕 
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 ２－２ 高齢期の食育

●めざすべき姿 

 低栄養や偏りにより、栄養バランスがくずれることのないように、適度な運動をおこないながら、しっかり

食事を取るなどの生活全体のバランスを考えていくことが大切です。また伝統料理や保存食などの知恵を次世

代につないでいくよう、家庭や地域活動の中での伝える役割を担う必要があります。 

〔具体的な取組み〕 

・食に関する知識を身につけられる制度や環境づくりの推奨。 

・生活リズム向上のための３食推進、安心安全な食を選ぶ知識の向上 

・高齢者の低栄養改善と口腔機能向上 

〔これまでの事例〕 

地域包括支援センター 

「健やか元気塾」「お口いきいき相談」「お達者栄養相談」 

食生活改善推進員による 

・高齢化サロンや老人クラブの「高齢者の食事」伝達講習 

・郷土料理や伝承料理を取り入れ、食文化の普及と継承 

健康課・保健センター 介護予防事業として 

・高齢期の食生活、低栄養予防・栄養改善など健康教育 

〔資料〕 

（●写真があれば／健康課） 
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 ２－３ 医療・保健・福祉関係者の役割 

●めざすべき姿 

 健康福祉の専門家として、関連機関と連携して食と健康情報が連携した情報の提供を市民に行います。また、

病院や施設での食事の提供については、積極的な地元食材の利用を行います。

〔具体的な取組み〕 

・健康福祉の専門家として、食と健康情報が連携した情報の提供 

・病院や施設での積極的な地元食材の利用 

・専門職として「食」をとおして、全市民に継続的に食育の情報提供と食育のツールの提供 

・南砺市食生活改善推進員として、地区活動において家族や地域の方々、市民と交流を図りながら、健康食や

郷土食、伝統食など行事食の体験により、日本型食文化を次世代へ継承するなど積極的な食育推進運動の実施 

〔これまでの事例〕 

●健康課・南砺市保健センター 

・個別栄養相談 

・食育健康教育（子育て支援センター、小学校中学校高校等、婦人会・壮年倶楽部・高齢者学級・各種団体等） 

・健康づくり栄養教室お実施（継続） 

・ボランティアの育成 

・食育に関する情報提供（市報・行政チャンネル） 

・食育応援団事業の推進 

・関係機関と連携した食育の推進 

●南砺市食生活改善推進協議会の活動 会員３７６名（H26.4 現在） 

・食育推進のための、６月の食育月間や毎月１９日の食育デー等においてのポスター展示及びリーフレット配

布など「食」に関する情報発信を積極的に展開 

・全体研修、中央研修会、地区伝達講習会 生活習慣病予防やライフステージごとの食生活改善、運動知識の

普及 

●８支部 子どもから高齢者までライフステージい応じた食育をテーマに実践活動を展開 

・食育教室（子育支援センター、保育園、小中学校、三世代、高齢者サロン） 

・全体研修会「味噌汁の塩分測りますよ」 
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・広報「なんと」への掲載 テーマ：地域の産物、旬の食材で栄養バランスを 

・「食改だより」食育の普及推進と組織強化を目的に配布 
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〔資料〕 

・「伝えたい南砺の味」レシピ集 南砺の自然、暮らし、伝統などを地域性を活かしながら、郷土に産する特

長ある食材と健康づくりのためのレシピ集 
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２－４ 家庭向けの広報

●めざすべき姿 

 生活習慣病を予防するための３食主食主菜副菜汁物等のバランス、孤食を避ける、家族一緒に食事をしたり、

食品添加物を使わず家庭での手作りなどについての知恵を伝えるなど、食育の基礎等を家庭へ普及啓発を積極

的に行います。 

〔具体的な取組み〕  

・食に関する知識を身につけられる制度や環境づくりの推奨 

・生活リズム向上のための３食推進、安心安全な食を選ぶ知識の向上 

・高齢者の低栄養改善と口腔機能向上 

・食育啓発パンフレット（食育推進計画／概要版）の配布 

〔これまでの事例〕 

（とくになし？） 

〔資料〕 

厚生労働省の食事バランスガイド  

「食事バランスガイド」は、望ましい

食生活についてのメッセージを示した

「食生活指針」を具体的な行動に結び

つけるものとして、１日に「何を」「ど

れだけ」食べたらよいかの目安を分か

りやすくイラストで示したものです。 

厚生労働省と農林水産省の共同により

平成１７年６月に策定されました。 
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３ 安心安全な食の生産

 里山田園がまだ残る南砺市の四季折々の風景を感じられる環境で、生産者と消費者とのふれあう機会を増や

し、無農薬・有機など安心安全な農産物を生産する農家やそれを活用する加工品製造者を支援することで、安

全な食べ物の知識を向上させます。 

３－１ 環境にやさしい農業への支援

●めざすべき姿 

 化学肥料・農薬の使用量の低減を進め、安心安全な農産物を生産する活動を推進する。化学肥料・農薬を使

用せず、有機質の肥料・農薬のみで生産する有機農産物は、環境負荷への低減が大きいため、その生産活動を

推進します。 

〔具体的な取組み〕 

・農業団体・認定農家者・新規就農者への支援（継続） 

・有機栽培、減農薬の農家を支援（継続） 

・農業生産行程管理（GAP ※用語解説）の徹底 

〔これまでの事例〕 

・環境保全型農業直接支援事業 

 農業者等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで、地球温暖化防止や生

物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援します。 

・エコファーマー（有機栽培、減農薬、減化学肥料）認定制度 への取組支援

 “たい肥等の有機物を利用した土づくり”と“化学肥料・農薬の使用の低減”を一体的に行う環境にやさし
い農業に取り組む農業者（個人または法人）を富山県が認定し支援する制度。 

「エコファーマー」認定制度 

 たい肥等の有機物を利用した土づくり”と“化学肥料・農薬の使用の
低減”を一体的に行う環境にやさしい農業に取り組む農業者（個人また
は法人）を富山県が認定し支援する制度。 
エコファーマーの認定を受けた農業者は着実に増加しており、エコファ
ーマー制度を活用した、環境にやさしい農業の取組が広がっています。 
南砺市は認定者数818と、県内でトップです。 
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 ３－２ 生産者と消費者との交流 

●めざすべき姿 

 直接交流や対話ができる機会を多くつくることで、消費者は農作物などの生産過程を知ることでき、農家の

方の苦労やこだわりなどを知ることができます。また、生産者は消費者の要望や考えを知ることで、手間ひま

がかかっても安全な物を作る「やりがい」などにつながります。 

〔具体的な取組み〕 

・地元の安全な農産物や加工食品を販売する直売所や、加工グループなどを支援します。（強化） 

〔これまでの事例〕 

・農産物・農産加工品販売促進研修会（県農林振興センター） 

 約５０組織ある砺波 南砺市管内の直売所や農産加工グループのすばらしい商品をいかに消費者にアピー

ルするかをテーマとして研修しています。 

・都市農村交流 帰農塾 （井波地区・五箇山地区） 

 田舎に泊まって農のある暮らしを体験し、南砺市への移住・定住を推進する。 

ＮＰＯ法人グリーンツーリズムとやま／報恩講料理、里芋収穫・調理などを実施 

●写真

（１０月２６日撮影。１０月２９日掲載予定）
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・直売所、加工グループの一覧表 

ふくの産地直売所運営協議会 太美山直売所生産組合 南蟹谷健康茶生産グループ 

旬菜市場「ふくの里」加工部 
福光朝市グループ 

（東太美野菜出荷組合） 
あざみグループ 

農事組合法人 ファーム八乙女 安清営農組合 安楽喜ｸﾞﾙｰﾌﾟ 利賀村特産加工組合 

（株）リーフ 三清かぶらずし酵房 五箇山特産組合 

ふるさと産品の会 ふる里の味加工組合 福蜜柿生産組合 

蓑谷ｱﾏﾁｬｽﾞﾙ生産組合 権次郎漬本店 農事組合法人 五箇山和紙 

井口丹波黒大豆出荷組合 永多農産 ㈱不動滝 霊水井波 

いのくち市運営協議会 小坂第一協業野菜部会 株式会社なんとポーク 

福野元気アップクラブ（サカタニ農産） みかくグループ 野口田舎楽園 

いっぷく市友の会 南蟹谷ぎんなん加工組合 五箇山そだちの会 

ＪＡ福光女性部 菜園グループ 南蟹谷地区銀杏生産組合 合同会社 地創研 

・農業団体等の取組み 

となみ野 農業まつり 

JAなんと 彩采まつり 

JA福光 キッズクラブ 

仮／確認中

仮／確認中

仮／確認中
里芋Ｄａｙ 

（写真掲載予定） 
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権次郎まつり 

 稲塚権次郎氏は｢小麦農林 10 号｣を開発し

て、世界の飢餓をすくったといわれている。 

権次郎祭りでは、氏の技術が活かされされた小

麦を使った権次郎ラーメン、アグリーパン、権

次郎ソーメン、城端地ビールなど販売。 

 稲塚氏は、牛の糞を堆肥にするなどの循環を

提唱していた。多角経営をすすめ、それまでの

畜産をさらに奨励した。（肥沃な土地を自然体

で維持するため。） 

仮／確認中
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 ３－３ 食品の安全性と食育の役割 

●めざすべき姿 

 市民が健康を守るため、自分で安全な食品を選択することができるよう的確な知識を得られる機会づくり、

興味を持つきっかけづくりなどに取組みます。 

〔具体的な取組み〕 

・食品の安全性（食中毒、食品添加物、遺伝子組換、放射線、健康食品、ＢＳＥ、輸入食品、残留農薬）に関

する市民の知識の啓蒙普及 

・食品表示の勉強会（継続） 

〔これまでの事例〕 

（確認中）
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３－４ 農業関係者の役割 

●めざすべき姿 

 持続可能な地域農業を目指すため、認定農業者や営農組織等担い手の育成確保、生産基盤の整備を進めます。 

 市民と連携し、美しい農山村環境の保全に努め、都市住民や消費者との交流を進めます。 

 また、生産地や安全面に関する情報などを積極的に提供し、地産地消、農畜産のブランド化を進め、食育の

推進と消費の拡大を目指します。 

〔具体的な取組み〕 

・生産者と消費者の交流や農園体験プログラム

の推進（継続） 

・農作物の安全に関する情報の提供（継続） 

・都市農村交流、大学と農村交流を推進（継続） 

〔これまでの事例〕 

有機無農薬栽培による地産地消による「おもて

なし」や、どぶろく特区の認定を受けての有機

栽培酒米を使用してのどぶろく製造による地

域活性化をおこなっている「民宿中の屋」 

農家自らが農業体験プログラムを企画し実施

する「南砺里山博」 

福光里山野営場レクリエーション農園 

カウベルト友好会の協力で、野獣対策と施設景

観保護のために園児、地元住民の皆さんと牛2

頭を迎えた。 
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（写真●) 

（１０月２６日撮影１０月２９日掲載予定） 

・域学連携 

地域と大学等の連携による地域力の創造に資

する人材の育成と、自立的な地域づくりを推

進する仕組みの構築する。 

・みんなで農作業の日 in五箇山 

都会からのオーナー制度を活用して、耕作放棄地の解消に努める 

平地域・・・棚田 

上平地域・・・赤かぶ 

利賀地域・・・そば 

・事業コメント掲載予定

・写真 １０月２９日掲載予定
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 ３－５ 食品関係事業所（製造・流通・観光・飲食店）の役割 

●めざすべき姿 

 市民が自分で安全な食品を選択するため、原産地や添加物などの安全面に関する情報などを積極的に提供す

る必要があります。 

〔具体的な取組み〕 

・食品の安全性に関する事業者への啓発 

・直売所・加工グループ向け研修会（継続） 

〔これまでの事例〕 

・南砺市農産物直売・加工グループ連絡協議会 研

修会（研修内容／加工食品の食品表示について、

食品表示法の概要） 

・食品表示の勉強会（農産物・農産加工品販売促

進研修会） 

 ３－６ 市民に対する食の安全性の正しい理解や関心向上 

●めざすべき姿 

 市民が自分で安全な食品を選択するための勉強会などや啓発活動を行います。 

〔具体的な取組み〕 

・食品の安全性（食中毒、食品添加物、遺伝子組換、放射線、健康食品、ＢＳＥ、輸入食品）に関する市民へ

の知識普及啓発 

・無関心層に対してのアプローチ。部活動・スポーツ少年団など別分野における食育講習会や食育図鑑など。 

〔これまでの事例〕 

・食中毒注意喚起 ケーブルテレビ放送（砺波厚生センター） 
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４ 食の地域内循環と伝統食 

 南砺市の農産物や、里山の生活環境から生まれた保存技術を生かした加工食品開発など、地産地消を推進し、

食の地域内循環を推進します。寺社仏閣の行事・祭礼における食事等、各集落で伝統的に受け継がれている地

域での共同作業の後の食事など、地域コミュニティにおける伝統的な食文化などを、イベントや情報発信ツー

ル等を通じて世代間で積極的に継承することを推進します。 

 世界遺産である「和食」を世界遺産合掌造りをもつ南砺市として、積極的に推進します。

４－１ 南砺市の伝統食 

●めざすべき姿 

 各地域において、伝統的に作成している野菜などの在来作物の栽培や郷土料理について、絶えることなく世

代間で受け継ぎ、南砺市の気候風土に合った食文化が発展的に継承されるよう支援します。 

〔具体的な取組み〕 

・郷土料理の情報整理 旧８町村の食文化や報恩講料理など寺社仏閣の行事・祭礼における食事やそれを伝承

してきた自然文化環境、調査整理（冊子、食育イベント） 

・地域の伝統的な農業行事の活動維持の支援 

・在来種野菜などの調査と伝承

・世界遺産「家屋」で世界遺産「和食」を食す。

〔これまでの事例〕 

各地域の郷土料理をまとめた冊子 

仮／確認中

仮／確認中
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・「利賀を味わう山菜料理」（商工会利賀村支部女性部） 

民具である箱膳や禅の持鉢を用い暮らしの中で成立して

いた作法などを学ぶ、「土徳料理研究会」

（●交流観光まちづくり課より）仮写真

写真

仮／確認中

仮／確認中
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４－２ 食育とエコビレッジ構想  

●めざすべき姿 

南砺市における地域の自給率と自立度を高め、安心して暮らせる持続可能な社会の構築をめざす「エコビレッ

ジ構想」では、「元気農業」分野で循環型農業（安全な農産物の生産・自給）や消費ネットワークづくり（安

定した域内外消費）を、そして「にぎわい創造」分野では健康・教育（薬膳研究、農業研修）、産業観光（農

業体験）、ニューツーリズム（グリーンツーリズム、観光農園）を推進しています。 

南砺の人、物、自然、文化を組み合わせ、持続可能な地域をつくることを意識して、食育に関わる組織・人々

が各施策を実施していくことを推進します。 

  エコビレッジ構想 

エコビレ課資料追加予定 
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〔具体的な取組み〕 

・エコビレッジ構想を意識した、地産地消や・循環型の健康な土づくりを推奨します。 

・生ゴミぼかしづくりの補助 等 

コンポストは生ゴミを入れた後にを土をかぶせ、水分調節・においの吸着・発酵促進をし、できあがったもの

は堆肥になり、安全な有機栽培が可能です。（コメント追加予定） 
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４－３ 食の達人、食の語り部の整理

●めざすべき姿 

 南砺市内の伝統的な郷土料理や地元の農産物や加工品を積極的に活用して情報発信をしている、個人や団体

を支援します。 

〔具体的な取組み〕 

・「とやま食の匠（伝承の匠）」など、伝統料理に精通している市民の掘り起こしや活躍の場の提供。 

〔これまでの事例〕 

・食の匠の料理の紹介 

南砺市には、●名が食の匠・伝承の匠として認定されています。

仮／確認中
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４－４ 特産品開発や販路拡大の推進 

●めざすべき姿 

南砺市の特産物の開発や６次産業化などを行う個人・団体を支援します。 

〔具体的な取組み〕 

・地域外との交流イベント、食の情報発信啓発（継続） 

・特産品の開発普及の推進（継続） 

〔これまでの事例〕 

・６次産業化モデル育成事業 干柿アイス、なんとポーク 

農産物の生産（第１次産業）に加え、付加価値を高める加工（第２次産業）や、新たな販売・サービスの提供

（第３次産業）を一体的に行う取組みを支援する事業 

～さらなる発展～ 

・新商品開発 

写真

●写真：

開発におけるコメントを挿入予定
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・地元直売所情報、加工食品グループなどの総合的な情報発信 

「なんとのうまいもん」パンフレット 

・農産加工品ブランド認定事業 

   認定マーク 

 「なんと！幸せのおすそわけ」キャンペーン

交流人口の質的向上及び増大に資するため、市民が南砺の魅力を再認識して、地域内の絆を深め、おもて

なしの心を熟成することを目的とする。 

・首都圏における交流会での郷土料理ふるまい  

 「南砺ナイト」と題した南砺の食イベント 

（写真）

南砺市の特色ある農産加工食品をなんとの農産加工ブランド品として認定

することで、消費者の評価向上及び需要拡大を図るものです。認定商品は

認定マークを表示して販売することができます。

コメント挿入予定
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・南砺市B級グルメ選手権 優勝メニュー「なんなんまぶまぶ」 

（●コメント挿入予定） 

材料：麦屋ポーク、五箇山豆腐、大葉、のり、ミョウガの酢漬け 

南砺まぶし 

南砺の食材を使い、地域の誇りを背負ったオリジナル料理として

「南砺まぶし」が市内の各飲食店に広がっています。

写真

仮／確認中
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５ 各関連組織・団体の連携

 ５－１ 関連組織・団体の把握や認定制度 

市内の食に関する組織や団体を把握し、食育に取り組んでいる団体に対して支援をします。 

〔具体的な取組み〕 

・富山県「とやまの旬応援団」の活用を推進する。 

・ソーシャルキャピタルを活用する 

 ５－２ 食育イベントの推進 

・シンポジウム、食イベントなどのイベントの開催と広報活動の相互連携（継続）

〔これまでの取り組み〕 

・「よみがえりのレシピ」上映会 （ソーシャル・シネマ・ダイアログ） 
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５－３ 既存行事・イベントにおいての食育の推進 

無関心層に食育意識を拡大するため、スポーツイベントや文化イベントなどでの、市内における行事において

の、食育啓発ブース設置や食材見直しの協力・連携、地元食材を使った模擬店出店への支援を行います。 

●めざすべき姿 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

〔具体的な取組み〕 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

〔これまでの事例〕 

キッチンカーは、市内外のイベントやお祭り等に南

砺の食とにぎわいを運んでいます。（貸出可） 

 （食育に関するコメント追加予定） 

「ＴＯＧＡトレイルラン」の特設エイドにおいて、

利賀の特産のそばや漬物、とちもちなどがふるまわ

れ好評でした。 

 （食育に関するコメント追加予定） 

・トレジャーハンティング 

南砺市の各地域の名物 

 （食育に関するコメント追加予定） 
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 ５－４ インターネットを活用した情報発信 

インターネットを活用して、南砺市の食育の取組みに関して、市内外に積極的な情報発信を行います。 

〔具体的な取組み〕 

・SNS＋パンフレットを活用した情報収集、情報交換、情報発信 

〔これまでの事例〕 

・「自治体特選ストア南砺」http://store.shopping.yahoo.co.jp/gts-nanto/ 
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第５章 計画の推進方法

１ 推進体制 

本計画の推進にあたっては、家庭（保護者）、教育機関（学校・保育）、保健・医療・福祉関係機関、農業関係

者（農業団体・農家）、食品関係事業所（製造・流通・観光・飲食店）、地域・行政、食の専門家・ボランティ

ア団体等の市民組織などがそれぞれの役割を果たし、市民一人ひとりの食育に対する関心を向上し実践するよ

う、相互に連携して取り組んでいく必要があります。関係する人や組織が一体となって推進する総合的な推進

体制として「南砺市食育推進会議（仮称）」を設置します。 

２ 計画の進行管理と評価（見直し） 

「南砺市食育推進会議（仮称）」においては、計画や各目標値を達成しているか等の確認を行い、達成度など

について評価します。また、社会情勢や食をめぐる情勢が大きく変わり、基本方針や目標の修正などが必要が

あると認められる場合には、計画の見直しを図ることとします。 

 ★委員名簿掲載予定 
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〔用語解説〕 

・ＢＭＩ 

（Body mass index）は、身長の二乗に対する体重の比で体格を表す指数。 この BMI が男女とも22の時

に高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなるということがわかってきた。 そこで

BMI=22となる体重を理想としたのが標準体重である。 BMI 25以上を肥満と判定している。 

・HbA1c 

ヘモグロビンA1cという言葉の略で、血糖状態を知る上で、非常に重要な数値の一つです。ヘモグロビン（Hb)

とは、血液の赤血球に含まれているタンパク質の一種です。これは、酸素と結合して酸素を全身に送る役目を

果たしています。 

・自校調理方式 

各学校がそれぞれの調理室と専属の職員を学校内に配置し、その学校の生徒に給食を提供するシステム。 

・ソーシャルキャピタル 

（Social capital、社会関係資本）は、人々の協調活動を活発にすることによって、社会の効率性を高めるこ

とのできる「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴。 

人間関係資本、社交資本、市民社会資本とも訳され、直訳すると社会資本となるが、概念としては区別されま

す。基本的な定義としては、人々が持つ信頼関係や人間関係（社会的ネットワーク）のことともいえる。 

・認定農業者 

農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が地域の実情に応じて効率的・安定的な農業経営の目標等を示した

「基本構想」の目標を目指し、「農業経営改善計画」を作成して市町村から認定された経営体（個人または法

人）を指すもの。 

・GAP 

農業生産工程管理（Good Agricultural Practice）とは、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容

に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うこと

による持続的な改善活動のことです。 

・とやま食の匠 

市町村や関係団体が推薦し、富山県が認定している制度。 

特産の匠、伝承の匠、創作の匠と３部門あり、条件として、概ね10年以上の実務経験がある個人や団体で、

卓越した知識や技能を有している、後継者育成等に熱意を有し、県等が主催するイベントや講習会等に協力で

きる、などがある。 

・６次産業 

第 1次産業（農業）とこれに関連する第2次産業（加工等）、第3次産業（販売等）に係る事業の融合等に

より地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取組。 

・カウベルト 

野生動物から人間や農作物を守る牛の放牧帯のこと。主に、中山間地域の耕作放棄地に牛を放牧することによ

り、クマやイノシシなどの野生動物の人里への侵入を抑制し被害を防止するとともに、牛が雑草を食べること

で里山の景観保全等にもつながる。 




